
守口市防災協力農地保全・整備事業補助金の改正概要

本市では、市内防災協力農地において、安定的に農業用水を確保することで、単に生産機能のみならず、貴重な自然・緑地空間であり、環境保全や
防災にも資する機能を有し、多面的な役割を担っている農地を保全することを目的に、守口市防災協力農地保全・整備事業補助金（以下「補助金」と
いう。）を交付しているところです。
今般、補助金の手続について以下のとおり見直しを行います。
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施行日 令和３年４月１日


